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(57)【要約】
【課題】複合機から画像を送信する際に、ユーザー端末
に保有している宛先情報を送信先として設定可能にする
。
【解決手段】情報処理装置であって、データ送信装置に
よるデータの送信先となる宛先情報を保持する保持手段
と、前記データ送信装置から設定画面のデータを取得す
る取得手段と、前記宛先情報を前記設定画面にて表示す
るためのプログラムが、前記取得手段にて取得した設定
画面のデータに含まれているか否かを判定する判定手段
と、前記判定手段にて前記プログラムが含まれていると
判定された場合、当該プログラムを実行することにより
、前記保持手段から宛先情報を取得し、前記設定画面に
て前記宛先情報を選択可能に表示させる表示手段と、前
記設定画面を介して、前記宛先情報の選択を受け付け、
前記データ送信装置へ前記選択された宛先情報を送信す
る送信手段とを有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ送信装置によるデータの送信先となる宛先情報を保持する保持手段と、
　前記データ送信装置から設定画面のデータを取得する取得手段と、
　前記宛先情報を前記設定画面にて表示するためのプログラムが、前記取得手段にて取得
した設定画面のデータに含まれているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段にて前記プログラムが含まれていると判定された場合、当該プログラムを
実行することにより、前記保持手段から宛先情報を取得し、前記設定画面にて前記宛先情
報を選択可能に表示させる表示手段と、
　前記表示手段により表示された設定画面を介して、前記宛先情報の選択を受け付け、前
記データ送信装置へ前記選択された宛先情報を送信する送信手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記判定手段にて前記プログラムが含まれていないと判定された場合、前記保持手段に
て保持する宛先情報を一覧表示する第二の表示手段を更に有し、
　前記表示手段は、前記第二の表示手段により一覧表示された宛先情報の中から、前記宛
先情報の選択を受け付けた際に、当該選択された宛先情報を前記設定画面に設定して表示
することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記設定画面のデータは、ＨＴＭＬデータであり、
　前記設定画面のデータに含まれている前記プログラムは、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔによる
プログラムであることを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記データ送信装置はＦＡＸ機能を備え、
　前記設定画面のデータは、前記情報処理装置から前記ＦＡＸ機能を利用する際に、前記
データ送信装置により提供されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載
の情報処理装置。
【請求項５】
　前記宛先情報は、電話番号、ＦＡＸ番号、もしくはＥメールアドレスであることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　データ送信装置であって、
　外部装置からデータの送信の要求を受け付ける受け付け手段と、
　前記要求に応答して前記データの送信に係る設定を受け付けるための設定画面のデータ
を前記外部装置へ提供する提供手段と、
　前記設定画面にて入力された送信に係る設定を用いて、前記データを送信先へ送信する
処理手段と
を有し、
　前記設定画面のデータは、前記外部装置にて前記設定画面を表示した際に、前記外部装
置が保持している宛先情報を選択可能に表示するためのプログラムを含むことを特徴とす
るデータ送信装置。
【請求項７】
　データ送信装置によるデータの送信先となる宛先情報を保持する保持手段を備える情報
処理装置の制御方法であって、
　前記データ送信装置から設定画面のデータを取得する取得工程と、
　前記宛先情報を前記設定画面にて表示するためのプログラムが、前記取得工程にて取得
した設定画面のデータに含まれているか否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程にて前記プログラムが含まれていると判定された場合、当該プログラムを
実行することにより、前記保持手段から宛先情報を取得し、前記設定画面にて前記宛先情
報を選択可能に表示させる表示工程と、
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　前記表示工程により表示された設定画面を介して、前記宛先情報の選択を受け付け、前
記データ送信装置へ前記選択された宛先情報を送信する送信工程と
を有することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項８】
　データ送信装置の制御方法であって、
　外部装置からデータの送信の要求を受け付ける受け付け工程と、
　前記要求に応答して前記データの送信に係る設定を受け付けるための設定画面のデータ
を前記外部装置へ提供する提供工程と、
　前記設定画面にて入力された送信に係る設定を用いて、前記データを送信先へ送信する
処理工程と
を有し、
　前記設定画面のデータは、前記外部装置にて前記設定画面を表示した際に、前記外部装
置が保持している宛先情報を選択可能に表示するためのプログラムを含むことを特徴とす
るデータ送信装置の制御方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
　データ送信装置によるデータの送信先となる宛先情報を記憶部に保持させる保持手段、
　前記データ送信装置から設定画面のデータを取得する取得手段、
　前記宛先情報を前記設定画面にて表示するためのプログラムが、前記取得手段にて取得
した設定画面のデータに含まれているか否かを判定する判定手段、
　前記判定手段にて前記プログラムが含まれていると判定された場合、当該プログラムを
実行することにより、前記記憶部から宛先情報を取得し、前記設定画面にて前記宛先情報
を選択可能に表示部に表示させる表示制御手段、
　前記表示部に表示された設定画面を介して、前記宛先情報の選択を受け付け、前記デー
タ送信装置へ前記選択された宛先情報を送信する送信手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　外部装置からデータの送信の要求を受け付ける受け付け手段、
　前記要求に応答して前記データの送信に係る設定を受け付けるための設定画面のデータ
を前記外部装置へ提供する提供手段、
　前記設定画面にて入力された送信に係る設定を用いて、前記データを送信先へ送信する
処理手段
として機能させ、
　前記設定画面のデータは、前記外部装置にて前記設定画面を表示した際に、前記外部装
置が保持している宛先情報を選択可能に表示するためのプログラムを含むことを特徴とす
るプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びその制御方法、データ送信装置及びその制御方法、並びに
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル複合機のスキャナーで紙文書をスキャンして画像ファイルへと電子化し、その
画像ファイルをＦＡＸ回線やネットワークを介して送信する機能が存在する。このとき、
デジタル複合機が備える操作部を利用して、電話番号やＥメールアドレスなどの送信先の
宛先情報を入力することになるが、入力の手間を省くためにデジタル複合機が備えるアド
レス帳機能を利用して、宛先情報を登録することも可能である。ユーザー端末であるスマ
ートフォンやＰＣ等に保存している宛先情報を送信先として設定したい場合、デジタル複
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合機へその宛先情報を再登録しなければならない。
【０００３】
　宛先情報を登録する際に、デジタル複合機が保有するＷｅｂサーバーから送信されるＨ
ＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）を利用する方法がある
。ＰＣ上のＷｅｂブラウザでＨＴＭＬを表示し、ＦＯＲＭ要素へ宛先情報を入力してＷｅ
ｂブラウザからデジタル複合機のＷｅｂサーバーへ送信することで登録が行われる。この
ＨＴＭＬを介して、ユーザー端末に保存している宛先情報を入力することが可能となれば
、デジタル複合機への宛先情報の再登録が不要となる。例えば、特許文献１には、デジタ
ル複合機に組み込みされたＷｅｂブラウザ機能が開示されている。この組み込みＷｅｂブ
ラウザは、ＨＴＭＬ内のスクリプトを実行することで、複合機内からユーザー名、製品名
、ユニットのモデル名などを取得し、Ｗｅｂブラウザへ入力することを可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４３５５６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デジタル複合機が保有するＷｅｂサーバーから送信されるＨＴＭＬを利用して、宛先情
報を登録する場合、クライアント上のＷｅｂブラウザでＨＴＭＬを表示し、宛先情報を手
入力する方法が一般的である。
【０００６】
　本願発明は、この点に着目し、複合機のＷｅｂサーバーから提供されたＨＴＭＬに対し
て、ユーザー端末が保有する宛先情報を自動入力する。その上で、クライアント上のＷｅ
ｂブラウザで、送信先として宛先情報を容易に選択可能な制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本願発明は以下の構成を有する。すなわち、情報処理装置で
あって、データ送信装置によるデータの送信先となる宛先情報を保持する保持手段と、前
記データ送信装置から設定画面のデータを取得する取得手段と、前記宛先情報を前記設定
画面にて表示するためのプログラムが、前記取得手段にて取得した設定画面のデータに含
まれているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段にて前記プログラムが含まれてい
ると判定された場合、当該プログラムを実行することにより、前記保持手段から宛先情報
を取得し、前記設定画面にて前記宛先情報を選択可能に表示させる表示手段と、前記表示
手段により表示された設定画面を介して、前記宛先情報の選択を受け付け、前記データ送
信装置へ前記選択された宛先情報を送信する送信手段とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本願発明によれば、サーバーから提供されたコンテンツと、クライアントが保有するコ
ンテンツとを利用して、クライアントのＷｅｂブラウザへ表示することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本願発明に係るシステムの構成例を示す図。
【図２】本願発明に係るＨＴＭＬコンテンツの画面構成例を示す図。
【図３】本願発明に係るＨＴＭＬコンテンツを構成するデータの例を示す図。
【図４】本願発明に係るＪａｖａＳｃｒｉｐｔ関数のサンプル図。
【図５】本願発明に係るＪａｖａＳｃｒｉｐｔへ入力する宛先情報のサンプル図。
【図６】本願発明に係るＨＴＭＬコンテンツの画面構成例を示す図。
【図７】第一の実施形態に係る宛先情報の入力制御のフローチャート。
【図８】本願発明に係る宛先情報の入力画面のサンプル図。
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【図９】第二の実施形態に係る宛先情報の入力制御のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を用いて本願発明に係る一実施形態を説明する。なお、以下の説明では、デ
ータ送信装置の一例として、コピー、スキャナー、ファクシミリ、およびプリンタの機能
を備える複合機（ＭＦＰ：Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）につ
いて説明する。しかしこれに限定するものではなく、データ送信装置は、プリンタ単体機
からデータを送信する構成のような他の装置であってもよい。
【００１１】
　＜第１の実施形態＞
　［システム構成］
　図１は、本願発明に係るシステムの構成例を示すブロック図である。ＭＦＰ１００は、
スキャナーで紙文書をスキャンして画像ファイルとして電子化し、ＦＡＸ回線やネットワ
ークを介して送信する。このとき、ＭＦＰ１００は、送信先として電話番号やＦＡＸ番号
、もしくはＥメールアドレスなどの宛先情報を入力可能とする。ＭＦＰ１００は、要求に
応じて、宛先情報を入力可能なＨＴＭＬを送信するＷｅｂサーバー（不図示）を備える。
【００１２】
　ＭＦＰ１００と各種ネットワークを介して接続されたモバイル機器５００は、ＭＦＰ１
００から送信されたＨＴＭＬを表示させるＷｅｂブラウザを備える。さらに、モバイル機
器５００は、自身が備えるアドレス帳から抽出した宛先情報を、ＨＴＭＬへ入力するアプ
リケーションソフトウェアを有する。
【００１３】
　ＭＦＰ１００は、１１０～１２０で示すモジュールを備える。ＣＰＵ１１０は、ＭＦＰ
１００の全体制御を行う。また、ＣＰＵ１１０は、ＲＯＭ１１５等に格納された各種プロ
グラムを読み出して実行することで各種機能を実現する。表示パネル１１１は、機能や設
定などを表示する。操作部１１２は、ユーザーが各種プログラムの実行指示を行う際に用
いられる。スキャナー部１１３は、原稿を読み込み、画像データに変換する。プリントエ
ンジン部１１４は、画像データを印刷出力する。ＲＯＭ１１５は、各種機能を制御するた
めのプログラムコードを格納している。ＲＯＭ１１５に、書き換え可能なフラッシュＲＯ
Ｍを用いることで、ＲＯＭ１１５中に格納されているプログラムコードの更新を行うこと
も可能とする。
【００１４】
　ＲＡＭ１１６は、各種プログラムコードのワークメモリとして使用する他、プリントエ
ンジン部１１４に印刷出力するための画像イメージを一時的に蓄積するために用いられる
。不揮発性メモリ１１７は、記憶部であり、プリントエンジン部１１４に印刷出力するた
めの画像イメージを一時的に蓄積したり、ＭＦＰ１００の利用履歴を記憶する。不揮発性
メモリ１１７は、ハードディスク（ＨＤＤ）やフラッシュＲＯＭなどで構成される。アド
レス帳１１８は、画像データを送付する際に用いられる、電話番号やＥメールアドレスな
どの宛先情報の記憶先である。アドレス帳１１８は、ハードディスク（ＨＤＤ）やフラッ
シュＲＯＭなどで構成される。モデム１１９は、公衆回線に接続するために用いられ、Ｆ
ＡＸデータの送受信を可能とする。ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ１２０は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）４００に接続するために用いられ、印刷データの送受信を可能と
する。
【００１５】
　モバイル機器５００は、スマートフォン、携帯電話、タブレットＰＣ等の情報処理装置
であり、無線ＬＡＮ機能を利用することで、アクセスポイント３００を介してＬＡＮ４０
０に接続される。また、モバイル機器５００は、Ｗｅｂブラウザ（不図示）を備える。な
お、図１には示していないが、モバイル機器５００は、自身の制御を行う制御部や記憶領
域を備える。そして、モバイル機器５００は、Ｗｅｂブラウザの他、ＭＦＰ１００から提
供されたＨＴＭＬコンテンツに含まれるＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）のコードや、
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アプリケーションプログラム（不図示）が実行可能であるものとする。
【００１６】
　［コンテンツ］
　図２は、本願発明に係るＭＦＰ１００が備えるＷｅｂサーバーが送信するＨＴＭＬコン
テンツの画面構成の一例を示す。ＨＴＭＬ画面６００は、ＭＦＰ１００が備えるＦＡＸ機
能に関する設定画面であり、画像の送信先の設定６０１、画像の送信方式の設定６０２、
およびカラーモードの設定６０３を設定項目として有する。設定６０２では、例えば、Ｆ
ＡＸ、Ｅメール、ＳＭＢ（Ｓｅｒｖｅｒ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｌｏｃｋ）、およびＦＴＰ
（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）により画像の送信方式として選択で
きる。設定６０３では、送信する画像をカラーかモノクロかのいずれかとして選択できる
。
【００１７】
　モバイル機器５００が備えるＷｅｂブラウザは、ＭＦＰ１００からＨＴＭＬ画面６００
のリソースを取得し、画面表示を行う。モバイル機器５００のユーザーは、設定６０１～
６０３を設定後、送信実行ボタン６０４を押下する。これにより、設定６０１～６０３に
て指定された設定情報が、モバイル機器５００からＭＦＰ１００のＷｅｂサーバーに対し
て、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＰＯＳ
Ｔメソッドを介して送信される。なお、送信実行ボタン６０４を押下することでＦＡＸの
送信指示を行うようにしてもよいし、ＦＡＸ機能の設定のみを送信するようにしてもよい
。
【００１８】
　ＰＯＳＴメソッドを受信したＭＦＰ１００は、設定６０１～６０３の設定情報に基づき
、画像を送信先へ送信する。なお、送信先の設定６０１はリストからの選択方式としてい
るが、これに限定するものではなく、電話番号やＦＡＸ番号、Ｅメールアドレスなどの宛
先情報を自由入力の構成としても良い。また、送信先の設定６０１を選択方式とする場合
、ＭＦＰ１００のアドレス帳１１８に記憶している送信先を選択肢としたＨＴＭＬコンテ
ンツを、ＭＦＰ１００で生成することも可能とする。しかし、本実施形態ではモバイル機
器５００に記憶しているアドレス帳情報（宛先情報）を、設定６０１へ選択肢として表示
することを特徴とする。
【００１９】
　図３は、本願発明に係る図２に示すＨＴＭＬコンテンツを構成するデータの一部である
。ＨＴＭＬデータにおいては、４行目のｓｃｒｉｐｔタグ（＜ｓｃｒｉｐｔ＞）を利用し
て、スクリプト部分を外部ファイルとして読み込むように記述できる。本実施形態では、
モバイル機器５００に記憶しているアドレス帳情報を、ＨＴＭＬコンテンツへ入力するた
めのスクリプトを格納していることを“．／ｊｓ／ｍｏｂｉｌｅ．ｊｓ”というｓｒｃ属
性で判別できるようにする。“．／ｊｓ／ｍｏｂｉｌｅ．ｊｓ”のスクリプトは、図４の
ような関数が定義されているものとする。ここでは詳細な記述内容は省略するが、同関数
の引数に電話番号やＥメールアドレスなどを設定し、関数の呼び出しを行うことにより、
引数として設定された電話番号やＥメールアドレスが、送信先の設定６０１の選択肢とし
て用いられる。
【００２０】
　モバイル機器５００のアドレス帳に複数の電話番号やＥメールアドレスが記憶されてい
る場合、同関数を複数回呼び出すことにより、複数の選択肢として扱うことも可能である
。モバイル機器５００は、Ｗｅｂブラウザ機能により読み込んだＨＴＭＬファイルから図
２に示す画面表示を行うと同時に、ｓｃｒｉｐｔタグとｓｒｃ属性を検知する。このとき
、モバイル機器５００は、電話番号やＥメールアドレスを入力が可能と判断すると、図５
に示す文字列を引数として図４に示す関数の呼び出しを行う。
【００２１】
　図５に示すアドレス帳において、人名と電話番号とが対応付けて構成されている。しか
し、この構成に限定するものではなく、電話番号の代わりにＥメールアドレスが対応付け
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られていても良い。また、アドレス帳に対し、複数人分の文字列をまとめて関数の引数と
して入力しても良いし、一人分の文字列を関数を複数回呼び出して入力しても良い。図５
に示すアドレス帳は、モバイル機器５００が備える記憶部（不図示）にて保持されている
ものとする。
【００２２】
　図６は、本願発明に係る図５に示すアドレス帳を入力した場合のＨＴＭＬコンテンツの
画面の表示例を示す。送信先の設定６０１に備えられたリスト表示指示部を押下すると、
複数人の人名と電話番号の一覧が表示される。ユーザーは、表示された一覧の中から一人
、もしくは、複数人を選択することで送信先として設定可能とする。
【００２３】
　図７は、本実施形態に係るモバイル機器５００の動作を示すフローチャートである。モ
バイル機器５００からＭＦＰ１００を利用するため、モバイル機器５００からデバイス探
索を開始することで、本フローチャートの動作が開始する。本処理フローは、モバイル機
器５００が備えるＣＰＵが記憶部に記憶されたプログラムを読み出して実行することで実
現される。
【００２４】
　Ｓ７０１にて、モバイル機器５００は、インストールされているアプリケーションソフ
トウェア（不図示）を起動する。アプリケーションソフトウェアは、ＭＦＰ１００の検索
を行う機能と、ＨＴＴＰのＧＥＴメソッドとＰＯＳＴメソッドを介してＨＴＭＬを取得し
て表示するＷｅｂブラウザ機能を有する。
【００２５】
　Ｓ７０２にて、起動されたアプリケーションソフトウェアは、利用可能なＭＦＰ１００
の検索を行う。本実施形態において、検索の際には、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）やＢＬＥ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）な
どの近距離無線通信技術を利用した検索を行うものとする。もしくは、ＳＮＭＰ（Ｓｉｍ
ｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によるＴＣＰ／Ｉ
Ｐネットワークにおける機器監視プロトコルを利用した検索であってもよい。ここでのデ
バイス検索処理については、公知の技術を用いるものとし、ここでの詳細な説明は省略す
る。
【００２６】
　Ｓ７０３にて、アプリケーションソフトウェアは、Ｓ７０２にて検索したＭＦＰ１００
に対しＨＴＴＰアクセスして、ＨＴＭＬデータの取得要求を行う。
【００２７】
　Ｓ７０４にて、アプリケーションソフトウェアは、Ｓ７０３にて行った要求に応答して
ＭＦＰ１００から送信されたＨＴＭＬデータをＷｅｂブラウザにて表示する。
【００２８】
　Ｓ７０５にて、アプリケーションソフトウェアは、図３で説明したように、ＨＴＭＬデ
ータが、モバイル機器５００が備えるアドレス帳から送信先を入力するためのスクリプト
を格納しているか否かを検知する。つまり、アプリケーションソフトウェアは、Ｓ７０３
で取得したＨＴＭＬデータに対し、ｓｃｒｉｐｔタグとｓｒｃ属性の検索を行う。検索に
は、例えばＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）のｇｅｔＥｌｅｍｅｎｔｓＢｙＴａｇＮａ
ｍｅメソッドを利用して、ｓｃｒｉｐｔタグを検知する方法がある。
【００２９】
　スクリプトを検知できなかった場合（Ｓ７０６にてＮＯ）、Ｓ７０９へ進む。“．／ｊ
ｓ／ｍｏｂｉｌｅ．ｊｓ”というｓｒｃ属性のスクリプトを検知した場合（Ｓ７０６にて
ＹＥＳ）、Ｓ７０７にて、アプリケーションソフトウェアは、モバイル機器５００のアド
レス帳からデータを抽出する。
【００３０】
　Ｓ７０８にて、アプリケーションソフトウェアは、図４に示したＪａｖａＳｃｒｉｐｔ
関数を実行する事により、ＨＴＭＬデータへアドレス帳の情報を入力する。
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【００３１】
　Ｓ７０９にて、アプリケーションソフトウェアは、Ｓ７０４で表示した画面においてユ
ーザーからの操作を受け付ける。
【００３２】
　Ｓ７１０にて、アプリケーションソフトウェアは、設定６０１に対する宛先選択のユー
ザー操作を受け付けたか否かを判定する。送信先の設定６０１の設定を受け付けた場合（
Ｓ７１０にてＹＥＳ）Ｓ７１１へ進み、それ以外の操作の場合（Ｓ７１０にてＮＯ）Ｓ７
１４へ進む。
【００３３】
　Ｓ７１１にて、アプリケーションソフトウェアは、Ｓ７０８にて入力されたアドレス帳
の情報を宛先一覧として表示する。
【００３４】
　Ｓ７１２にて、アプリケーションソフトウェアは、宛先一覧からの選択操作のユーザー
操作を受け付けたか否かを判定する。宛先一覧からの選択操作を受け付けた場合（Ｓ７１
２にてＹＥＳ）Ｓ７１３へ進み、それ以外の操作の場合（Ｓ７１２にてＮＯ）、Ｓ７０９
へ戻る。
【００３５】
　Ｓ７１３にて、アプリケーションソフトウェアは、送信先の設定６０１へ選択した宛先
を設定する。なお、送信先の設定６０１には、選択した送信先を複数設定できる構成であ
るとする。その後、Ｓ７０９へ戻る。
【００３６】
　Ｓ７１４にて、アプリケーションソフトウェアは、送信実行ボタン６０４の押下を受け
付けたか否かを判定する。押下されていれば（Ｓ７１４にてＹＥＳ）Ｓ７１５へ進み、そ
れ以外の指示が行われていれば（Ｓ７１４にてＮＯ）、Ｓ７１６へ進む。
【００３７】
　Ｓ７１５にて、アプリケーションソフトウェアは、設定６０１～６０３にて設定された
設定情報を、ＭＦＰ１００に対してＨＴＴＰのＰＯＳＴメソッドを介して送信する。その
後、Ｓ７０９へ戻る。
【００３８】
　Ｓ７１６にて、アプリケーションソフトウェアは、ユーザー操作に応じた処理を行う。
例えば、カラーモードの選択の設定６０３に対する操作であれば、その設定を行う。その
後、Ｓ７０９へ戻る。
【００３９】
　本実施形態により、スマートフォンやＰＣのアドレス帳へ保存している電話番号やＥメ
ールアドレスなどの宛先情報を、ＭＦＰから取得したＨＴＭＬコンテンツへ合成して表示
し、画像の送信先として選択可能となる。その結果、携帯端末等からデータ送信装置を利
用する際などに、ユーザーによるデータ送信装置への手入力を無くすことができ利便性が
向上する。
【００４０】
　＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、ＭＦＰ１００が提供するＨＴＭＬコンテンツへ、モバイル機器５
００のアドレス帳のデータを入力する場合について説明した。第２の実施形態では、第１
の実施形態のようにアドレス帳のデータを入力する機能を有していない場合において、モ
バイル機器５００が有する入力画面を介して、宛先情報を設定する場合を説明する。
【００４１】
　図８は、本実施形態に係るモバイル機器５００が有する送信先の入力画面８００の一例
である。図８では、モバイル機器５００が有するアドレス帳からデータを抽出し、名前、
電話番号もしくはＥメールアドレスを一覧表示する。ここでは、送信先としての宛先情報
を選択可能に表示している。ユーザーが入力画面８００で１または複数の送信先を選択し
た場合、図２に示すＨＴＭＬ画面６００へと切り替り、選択した送信先が送信先の設定６
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【００４２】
　［処理フロー］
　図９は、本実施形態に係るモバイル機器５００の動作を示すフローチャートである。Ｓ
７０１～Ｓ７１３は図７にて説明した動作と同一であるため、ここでの詳細な説明を省略
する。
【００４３】
　図７と異なる点について説明する。
【００４４】
　Ｓ７１０で送信先の設定６０１の操作を受け付けた場合（Ｓ７１０にてＹＥＳ）、Ｓ９
０１にて、アプリケーションソフトウェアは、Ｓ７０６の処理の際にスクリプトを検知で
きたか否かを判定する。スクリプトを検知できなかった場合（Ｓ９０１にてＮＯ）、Ｓ９
０２へ進み、検知できた場合（Ｓ９０１にてＹＥＳ）、Ｓ７１１へ進む。
【００４５】
　Ｓ９０２にて、アプリケーションソフトウェアは、図８の送信先の入力画面８００へ表
示を切換える。
【００４６】
　Ｓ９０３にて、アプリケーションソフトウェアは、送信先の入力画面８００を介して、
モバイル機器５００のアドレス帳の一覧を表示する。その後、Ｓ７１２へ進む。
【００４７】
　なお、スクリプトを検知できない場合、図９の送信先の入力画面の表示は行わず、図２
の送信先の設定６０１に対し、電話番号やＥメールアドレスの選択方式ではなく、直接入
力しかできない表示を行うようにしても良い。
【００４８】
　以上、第２の実施形態では、スクリプトを介して宛先情報を入力する機能を有していな
い場合に、モバイル機器が有する入力画面を介して、宛先情報を設定することが可能とな
る。
【００４９】
　＜その他の実施形態＞
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施例の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５０】
　１００…ＭＦＰ、１１０…ＣＰＵ、１１８…アドレス帳、１１７…不揮発性メモリ、３
００…アクセスポイント、４００…ＬＡＮ、５００…モバイル機器
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【図５】



(11) JP 2020-171021 A 2020.10.15
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月26日(2020.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取って生成した画像データを送信する画像処理装置と通信可能な情報
処理装置であって、
　アドレス帳を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報から、前記画像処理装
置が送信する画像データの宛先を示す宛先情報のユーザによる選択を受け付ける宛先情報
受付手段と、
　前記画像処理装置が前記画像データを送信する送信方式のユーザによる選択を受け付け
る送信方式受付手段と、
　前記選択された前記宛先情報と前記選択された送信方式を示す送信方式情報を無線通信
で前記画像処理装置に送信する送信手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　原稿の画像を読み取って生成した画像データを送信する送信処理を実行可能な画像処理
装置と通信可能な情報処理装置であって、
　アドレス帳を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報から、前記画像処理装
置が送信する画像データの宛先を示す宛先情報のユーザによる選択を受け付ける宛先情報
受付手段と、
　前記画像処理装置が前記画像データを送信する送信方式のユーザによる選択を受け付け
る送信方式受付手段と、
　前記選択された前記宛先情報と前記選択された送信方式を示す送信方式情報を前記画像
処理装置に送信し、前記画像処理装置に前記送信処理を実行させる制御手段と
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記宛先情報と前記送信方式の選択を受け付けるための画面を表示する表示手段をさら
に有し、
　前記表示手段は、前記画像処理装置から受信したＨＴＭＬデータに基づいて前記画面を
表示することを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記ＨＴＭＬデータに含まれるスクリプトに基づいて、前記画面を表
示することを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記ＨＴＭＬデータに前記スクリプトが含まれていない場合、前記表示手段は、前記情
報処理装置が有する画面を表示することを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、前記画像処理装置から受信したＨＴＭＬデータに、前記記憶手段に記
憶されたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報を合成して表示することを特徴とする請求
項３乃至５の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記送信方式は、少なくともＳＭＢとＦＴＰを含むことを特徴とする請求項１乃至６の
何れか１項に記載の情報処理装置。
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【請求項８】
　原稿の画像を読み取って生成した画像データを送信する画像処理装置と通信可能な情報
処理装置に、
　前記情報処理装置に記憶されたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報から、前記画像処
理装置が送信する画像データの宛先を示す宛先情報のユーザによる選択を受け付ける宛先
情報受付工程と、
　前記画像処理装置が前記画像データを送信する送信方式のユーザによる選択を受け付け
る送信方式受付工程と、
　前記選択された前記宛先情報と前記選択された送信方式を示す送信方式情報を無線通信
で前記画像処理装置に送信する送信工程と
を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　原稿の画像を読み取って生成した画像データを送信する送信処理を実行可能な画像処理
装置と通信可能な情報処理装置に、
　前記情報処理装置に記憶されたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報から、前記画像処
理装置が送信する画像データの宛先を示す宛先情報のユーザによる選択を受け付ける宛先
情報受付工程と、
　前記画像処理装置が前記画像データを送信する送信方式の選択を受け付ける送信方式受
付工程と、
　前記選択された前記宛先情報と前記選択された送信方式を示す送信方式情報を前記画像
処理装置に送信し、前記画像処理装置に前記送信処理を実行させる制御工程とを
実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　前記情報処理装置に、
　前記宛先情報と前記送信方式情報の選択を受け付けるための画面を表示させる表示工程
をさらに実行させ、
　前記表示工程では、前記画像処理装置から受信したＨＴＭＬデータに基づいて前記画面
が表示されることを特徴とする請求項８または９に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記表示工程では、前記ＨＴＭＬデータに含まれるスクリプトに基づいて、前記画面が
表示されることを特徴とする請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記表示工程で、前記ＨＴＭＬデータに前記スクリプトが含まれていない場合、前記情
報処理装置が有する画面が表示されることを特徴とする請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記表示工程では、前記画像処理装置から受信したＨＴＭＬデータに、前記情報処理装
置に記憶されたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報が合成して表示されることを特徴と
する請求項１０乃至１２の何れか１項に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記送信方式は、少なくともＳＭＢとＦＴＰを含むことを特徴とする請求項８乃至１３
の何れか１項に記載のプログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、及びプログラムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本願発明は、原稿の画像を読み取って生成した画像データを送信する画像処理装置と通
信可能な情報処理装置が、画像処理装置にユーザが選択した宛先情報とユーザが選択した
送信方式を示す送信方式情報を送信できるようにすることを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために本願発明は以下の構成を有する。すなわち、本願発明の情報
処理装置は、原稿の画像を読み取って生成した画像データを送信する画像処理装置と通信
可能な情報処理装置であって、アドレス帳を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶さ
れたアドレス帳に含まれる複数の宛先情報から、前記画像処理装置が送信する画像データ
の宛先を示す宛先情報のユーザによる選択を受け付ける宛先情報受付手段と、前記画像処
理装置が前記画像データを送信する送信方式のユーザによる選択を受け付ける送信方式受
付手段と、前記選択された前記宛先情報と前記選択された送信方式を示す送信方式情報を
無線通信で前記画像処理装置に送信する送信手段とを有することを特徴とする。
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